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第 ７ 編 

 

医療従事者の確保 

 

第１章 医師の確保 
           第１節 宮城県の医師数等の状況            

第２節 医師偏在指標及び医師少数区域・医師多数区域等の設定 
           第３節 目標医師数 
           第４節 目標医師数を達成するための施策 
           第５節 産科・小児科における医師の確保 
 

第２章 医師以外の医療従事者の確保 
     第１節 薬剤師 
     第２節 看護職員（保健師・助産師・看護師・准看護師） 
     第３節 リハビリテーション専門職 
     第４節 歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

宮城県医師確保計画（中間案） ※第５節抜粋 

参考資料３ 
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第５節 産科・小児科における医師の確保 

１ 産科医師の確保 

（１） 医師偏在指標、相対的医師少数区域と宮城県の状況 
① 宮城県の状況 

● 主に産科・産婦人科に従事する医師数は、「令和２（２０２０）年医師・歯科医師・薬剤師統計」におい

て全国で１１，６７８人、宮城県では２１０人となっています。 

● 産科・産婦人科医１人当たりの年間取扱い出生件数は、宮城県で１１１．１人となっていますが、「仙南

医療圏」及び「大崎・栗原医療圏」はそれよりも多くなっています。仙南地域では中核的な病院において、

分娩の休止を余儀なくされる状況に至っているため、分娩件数が４つの医療圏の中で最少となっています。 

 

【図表７－１―５－１】全国及び県内の産婦人科医師数の推移          【単位：人】 

 
【単位：人】 

 

出典：「医師・歯科医師・薬剤師統計（調査）」（厚生労働省） ※隔年12月31日現在 

 

【図表７－１－５－２】圏域別分娩数 

 

出典：「宮城県周産期医療機能調査」（県保健福祉部）※分娩件数はR3.1.1～12.31、産科医師数はR3.4.1時点 

※「圏域別分娩数」における産科・産婦人科医師数は、総合周産期母子医療センター等分娩を取り扱う医療機関に勤務する医師を対象に調査を

行い、非常勤の場合は常勤医が勤務すべき時間数で按分計算しているため、実人数と異なります。 
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② 分娩取扱医師偏在指標 

a 算定方法 

● 「分娩取扱医師偏在指標」は、分子は性別・年齢階級別の平均労働時間で仕事量を重み付けし、分母は

「里帰り出産」等の妊婦の流出入の実態を踏まえた「医療施設調査」における「分娩数」を使用した指標

となっています。 

● なお、患者の流出入については、分娩が実際に行われた医療機関の所在地が把握可能な「医療施設調査」

における分娩数を用いており、患者の流出入の調整は不要となっています。 

 

 

 

      

b 宮城県の分娩取扱医師偏在指標 

● 宮城県の分娩取扱医師偏在指標は１０．０となっており、全国値（１０．６）よりやや低くなっています。

周産期医療圏別では、仙南医療圏が４．３、大崎・栗原医療圏が５．４、石巻・登米・気仙沼医療圏が７．

３と全国値より低い一方、仙台医療圏は１１．６と全国値より高くなっています。 

 

出典：「令和５年度医師偏在指標データ集」（厚生労働省） 

 

③ 産科における相対的医師少数区域 

a 概要 

● 法令等に基づき、分娩取扱医師偏在指標を用いて、厚生労働省は都道府県を、都道府県は周産期医療圏を

相対的医師少数区域として定めます。 

● 相対的医師少数区域は分娩取扱医師偏在指標の数値を基に、全国４７都道府県及び全周産期医療圏 

（２７８医療圏）のそれぞれ下位３３．３％が設定基準とされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分娩取扱医師偏在指標の算定式 

産科における相対的医師少数区域 

産科は、産科医師が相対的に少なくない医療圏等においても産科医師が不足している可能性があるため、

医師偏在指標を用いた区域分類（「医師少数区域」、「医師多数区域」）において、相対的な医師の多寡

を表す分類であることを理解しやすくするため、「相対的医師少数区域」と呼称します。（産科医の絶対

数が不足している可能性があるため「医師多数区域」を設けません。） 
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b 宮城県の状況と区域指定 

● 宮城県の状況は次表のとおりとなりますので、「仙南医療圏」、「大崎・栗原医療圏」、「石巻・登米・

気仙沼医療圏」を「相対的医師少数区域」として指定します。 

なお、仙台医療圏は「相対的医師少数区域」に該当しないため、指定しません。 

 
出典：「令和５年度医師偏在指標データ集」（厚生労働省） 

 

＜宮城県における「相対的医師少数区域」の指定＞ 

区域 医療圏 

相対的医師少数区域(医療法30条の4第6項) 「仙南医療圏」 

「大崎・栗原医療圏」 

「石巻・登米・気仙沼医療圏」 

 

（２）目標医師数、医師確保の方針 

① 目標医師数等 

a 産科偏在対策基準医師数 

● 計画期間終了時の産科における分娩取扱医師偏在指標が、計画開始時の相対的医師少数区域等の基準値

（下位３３．３％）に達することとなる医師数を偏在対策基準医師数と設定します。 

 

出典：「令和５年度医師偏在指標データ集」（厚生労働省） 

※国が算定した産科偏在対策基準医師数は、都道府県と二次医療圏を分けて算定しているため、二次医療圏の計は都道府県の数値と一致し

ていません。 

 

b 目標医師数 

● 医師確保計画策定ガイドライン（令和５（２０２３）年３月）では、確保する産科医師数について、医師

全体と別に定めることができる取扱いとされています。宮城県では、「産科医師の確保」についても、医

師全体と同様の考え方を採用し、現在医師数と産科偏在対策基準医師数の大きい数値を積み上げ（小数点

以下端数切り上げ）、目標医師数とします。 
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② 宮城県及び周産期医療圏における医師確保の方針 

● 住み慣れた地域で安心して子供を産むことのできる周産期医療体制の維持・充実を目指します。 

 

（３）目標医師数を達成するための施策 

① 周産期医療従事者の確保・育成 

● 総合周産期母子医療センターで専攻医（産科・産婦人科）を指導する指導医の人件費を補助し、県内の地

域周産期母子医療センターへの配置、周産期医療体制の維持・継続に努めます。 

● 地域医療に新生児科医師を安定して供給できる体制を構築するため、東北大学病院に設置された新生児医

療研修センターにおいて新生児科指導医を養成することで、新生児科医師を継続的に育成する取組を支援

します。 

● 産科医等に分娩手当を支給する医療機関を補助し、産科医等の確保・定着を支援します。 

 

② 周産期医療体制の維持・充実 

● 各地域の周産期母子医療センターを拠点とし、産科セミオープンシステム等によって、地域の周産期医療

機関との連携を図り、安心して子供を産むことのできる体制の維持・充実を図ります。 

● 周産期母子医療センター内に医師事務作業補助者等を配置するための経費を補助し、勤務する医師の業務

負担軽減を図ります。 

 

２ 小児科医師の確保 

（１） 医師偏在指標、相対的医師少数区域と宮城県の状況 

① 宮城県の状況 

● 主に小児科に従事する医師数は、【図表7－１－5－3】のとおり「令和２（２０２０）年医師・歯科医師

・薬剤師統計」において全国で１７，９９７人、宮城県では２８９人となっており、小児科医師数は増加

傾向にあります。 

● 全人口に占める小児人口の割合は、【図表7－１－5－5】のとおり仙台医療圏以外は平均より低くなって

います。小児科医師の宮城県における増加率は全国に比べ低い状況にあり、また地域別にみると、仙台医

療圏に集中しており、県内における小児科医師の偏在が顕著となっている状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標医師数 

１ 宮城県   ２１０人 

２ 周産期医療圏   

医療圏 目標医師数 

仙南医療圏 ７人 

仙台医療圏 169人 

大崎・栗原医療圏 16人 

石巻・登米・気仙沼医療圏 18人 

※数値目標は上記のとおりですが、産科偏在対策基準医師数と分娩取扱医療機関に勤務する産科・産婦人科医師数の差が実

態に近いと考えられることから、引き続き産科医師の確保に取り組んでいくこととします。 
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【図表７－１－５－３】全国及び県内の小児科医師数の推移              【単位：人】 

 
出典：「医師・歯科医師・薬剤師統計（調査）」（厚生労働省） ※隔年12月31日現在 

 

【図表７－１－５－４】県内の小児科医師数の推移       【単位：人】 

 

出典：「医師・歯科医師・薬剤師統計（調査）」（厚生労働省） ※隔年12月31日現在 

 

【図表７―１－５－５】圏域別小児人口（令和2年） 

 

出典：「令和２年国勢調査」（総務省統計局） 

 

② 小児科医師偏在指標 

a 算定方法 

● 「小児科医師偏在指標」は、人口１０万対医師数をベースとしながら、分子は性別・年齢階級別の平均労

働時間で仕事量を重み付けし、分母は１５歳未満の「年少人口」を、医療圏ごとの人口構成の違いや流出

入の状況を調整したものを使用した指標となっています。 
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b 宮城県の小児科医師偏在指標 

● 宮城県の小児科医師偏在指標は１０４．６となっており、全国値（１１５．１）よりも低くなっています。

小児医療圏別では、仙南医療圏が８０．４、大崎・栗原医療圏が８８．５、石巻・登米・気仙沼医療圏が

９２．２となっている一方、仙台医療圏は１０８．９となり、宮城県全体の指標値を仙台医療圏が押し上

げている形となっています。 

 
出典：「令和５年度医師偏在指標データ集」（厚生労働省） 

 

③ 小児科における相対的医師少数区域 

a 概要 

● 法令等に基づき、小児科医師偏在指標を用いて、厚生労働省は都道府県を、都道府県は小児医療圏を相対

的医師少数区域として定めます。 

● 相対的医師少数区域は小児科医師偏在指標の数値をもとに、全国４７都道府県及び全小児医療圏（３０７

医療圏）のそれぞれ下位３３．３％が設定基準とされています。 

 

 

 

 

 

 

 

b 宮城県の状況と区域指定 

● 宮城県は相対的医師少数都道府県になります。 

● 宮城県の小児医療圏別の状況は次表のとおりとなりますので「仙南医療圏」「大崎・栗原医療圏」、「石

巻・登米・気仙沼医療圏」を「相対的医師少数区域」として指定します。 

 

小児科医師偏在指標の算定式 

小児科における相対的医師少数区域 

小児科は、小児科医師が相対的に少なくない医療圏等においても小児科医師が不足している可能性があるため、

医師偏在指標を用いた区域分類（「医師少数区域」、「医師多数区域」）において、相対的な医師の多寡を表す分

類であることを理解しやすくするため、「相対的医師少数区域」と呼称します。（小児科医の絶対数が不足してい

る可能性があるため「医師多数区域」を設けません。） 
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出典：「令和５年度医師偏在指標データ集」（厚生労働省） 

 

＜宮城県における「相対的医師少数区域」の指定＞ 

区域 医療圏 

相対的医師少数区域(医療法30条の4第6項) 「仙南医療圏」 

「大崎・栗原医療圏」 

「石巻・登米・気仙沼医療圏」 

 

（２）目標医師数、医師確保の方針 

① 目標医師数 

a 小児科偏在対策基準医師数 

● 計画期間終了時の小児科医師偏在指標が、計画開始時の相対的医師少数区域等の基準値(下位３３．３％)

に達することとなる医師数を小児科偏在対策基準医師数と設定します。 

 

 
出典：「令和５年度医師偏在指標データ集」（厚生労働省） 

※国が算定した小児科偏在対策基準医師数は、都道府県と二次医療圏を分けて算定しているため、二次医療圏の計は都道府県の数値と一致していませ

ん。 

 

b 目標医師数 

● 医師確保計画策定ガイドライン（令和５（２０２３）年３月）では、確保する小児科医師数について、医

師全体と別に定めることができる取扱いとされています。宮城県では、「小児科医師の確保」についても、

医師全体と同様の考え方を採用し、現在医師数と小児科偏在対策基準医師数の大きい数値を積み上げ（小

数点以下端数切り上げ）、目標医師数とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標医師数 

１ 宮城県   ２８９人 

２ 小児医療圏   

医療圏 目標医師数 

仙南医療圏 1２人 

仙台医療圏 23８人 

大崎・栗原医療圏 1９人 

石巻・登米・気仙沼医療圏 24人 

 

 

 

 

※数値目標は上記のとおりですが、県内の医師不足の状況を勘案し、医師確保の方針に則り、各種事

業を実施します。 
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② 宮城県及び小児医療圏における医師確保の方針 

● 小児医療の安定的な提供のため、小児科医師の確保や定着に努めるとともに、医療資源の集約化・重点化

や連携体制を強化し、小児医療体制の構築を推進します。 

 

（３）目標医師数を達成するための施策 

① 小児科医師の確保・定着 

● 東北大学小児科の「小児科研修プログラム in MIYAGI」によって小児・新生児の医療を担う小児科専門

医を育成し、効率的に配置するとともに、小児科医師のキャリア形成を支援し、県内への医師定着を促進

します。 

● 地域医療に新生児科医師を安定して供給できる体制を構築するため、東北大学病院に設置された新生児医

療研修センターにおいて新生児科指導医を養成することで、新生児科医師を継続的に育成する取組を支援

します。 

● NICU入院児数に応じた手当を支給する医療機関を補助し、新生児医療に従事する小児科医の確保・定着

を支援します。 

 

② 小児医療提供体制の維持・充実 

● 小児科患者の保護者等向けに看護師が対応する電話相談を開設し、小児初期救急医療体制を補完すること

で、医療提供体制の維持を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


